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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
全
国

の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
の

端
末
機
か
ら
、
住
民
票
の
写
し
等
の

発
行
や
公
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て

利
用
で
き
ま
す
。
市
で
は
、
便
利
な

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
を
お

勧
め
し
て
い
ま
す
。

▽
サ
ポ
ー
ト
期
間
　
３
月
２
日
㈪
〜

　
４
月
30
日
㈭
　
午
前
９
時
〜
午
後

　
４
時
30
分
︵
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

　
日
を
除
く
︶

▽
場
所
　
市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ

　
講
座
修
了
後
は
、
﹁
上
級
・
応
用

講
座
﹂
を
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
﹁
初
級
・
中
級
・
上
級
・
応

用
﹂
の
全
過
程
を
修
了
す
る
と
、
手

話
通
訳
者
全
国
統
一
試
験
、
あ
き
る

野
市
登
録
手
話
通
訳
者
認
定
試
験
の

受
験
資
格
が
得
ら
れ
ま
す
。

▽
日
時
　
４
月
11
日
㈯
か
ら
令
和
３

　
年
９
月
25
日
㈯
ま
で
　
午
前
10
時

　
〜
正
午
︵
全
55
回
、
月
３
回
程

　
度
︶

▽
場
所
　
市
役
所
５
階
５
０
３
会
議

　
室
︵
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま

　
す
︶

▽
講
師
　
緒
方
好
子
さ
ん
︵
手
話
通

　
訳
士
、
東
京
都
認
定
登
録
手
話
通

　
訳
者
︶

▽
対
象
　
市
内
在
住
の
小
学
校
５
年

　
生
以
上

▽
定
員
　
30
人
︵
申
込
み
順
︶

※
小
・
中
学
生
の
定
員
は
５
人

▽
費
用
　
無
料
［
別
途
テ
キ
ス
ト
代

　
ィ
ホ
ー
ル

※
混
雑
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
対
象
　
市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る

　
方

▽
持
ち
物

　●

本
人
確
認
書
類
︵
有
効
期
限
内
の

　
原
本
︶
…
写
真
付
き
︵
運
転
免
許

　
証
、
顔
写
真
入
り
住
民
基
本
台
帳

　
カ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
身
体
障

　
害
者
手
帳
な
ど
︶
１
点
か
写
真
な

　
し
︵
健
康
保
険
証
、
後
期
高
齢
者

　
医
療
保
険
証
、
介
護
保
険
証
、
年

　
金
手
帳
、
年
金
証
書
、
生
活
保
護

　
受
給
者
証
な
ど
の
う
ち
︶
２
点

　●

通
知
カ
ー
ド
、
申
請
書
︵
申
請
書

　
は
再
発
行
で
き
ま
す
︶

▽
問
合
せ
　
市
民
課
市
民
窓
口
係
・

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専
用
電
話
︵
☎
５

　
１
８
・
７
２
６
１
︶

　
３
千
円
︵
税
別
︶
必
要
で
す
］

▽
申
込
み
方
法
　
３
月
16
日
㈪
︵
必

　
着
︶
ま
で
に
、
﹁
手
話
講
座
﹂
、

　
手
話
経
験
の
有
無
、
住
所
、
氏

　
名
、
生
年
月
日
、
電
話
番
号
を
記

　
入
の
上
、
は
が
き
、
フ
ァ
ッ
ク

　
ス
、
電
話
、
窓
口
の
い
ず
れ
か
で

　
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
障
が
い
者
支

　
援
課
障
が
い
者
相
談
係
︵
〒
１
９

　
７
ー
０
８
１
４
　
二
宮
３
５
０
、

　
直
通
５
５
８
・
１
１
５
７
、
　
５

　
５
８
・
１
１
７
０
︶

　
試
験
は
、
読
み
取
り
、
表
現
、
面

接
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▽
試
験
日
　
３
月
29
日
㈰

▽
場
所
　
市
役
所
５
階
５
０
３
・
５

　
０
４
・
５
０
５
会
議
室

▽
対
象
　
あ
き
る
野
市
登
録
手
話
通

　
訳
者
と
し
て
活
動
で
き
る
方
で
、

　
次
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該

　
当
す
る
方

①
市
が
実
施
す
る
手
話
通
訳
者
養
成

　
講
座
の
全
課
程
を
修
了
し
て
い
る

　
か
修
了
見
込
み
の
方

②
国
の
手
話
通
訳
者
養
成
専
門
機
関

　
か
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
講

　
習
会
で
、
①
の
手
話
通
訳
者
養
成

　
講
座
と
同
等
以
上
の
も
の
を
修
了

　
し
て
い
る
か
修
了
見
込
み
の
方

③
手
話
通
訳
士
か
手
話
通
訳
者
全
国

　
統
一
試
験
合
格
者

▽
費
用
　
無
料
　

▽
提
出
書
類
　
障
が
い
者
支
援
課
窓

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
搭
載
さ

れ
て
い
る
電
子
証
明
書
︵
署
名
用
電

子
証
明
書
、
利
用
者
証
明
用
電
子
証

明
書
︶
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
有
効
期
限

が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
更
新
対
象
の
方
に
、J-L

IS

︵
地

方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
︶

か
ら
通
知
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
引
き
続
き
、
電
子
申
請
︵
コ
ン
ビ

ニ
交
付
、e

-T
a
x

な
ど
︶
を
希
望

す
る
方
は
、
本
人
の
更
新
申
請
が
必

要
で
す
。
電
子
証
明
書
は
、
カ
ー
ド

の
発
行
日
か
ら
５
回
目
の
誕
生
日

︵
在
留
期
間
が
あ
る
外
国
人
の
方
は

そ
の
在
留
期
間
満
了
日
︶
か
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
の
い

ず
れ
か
早
い
方
が
有
効
期
限
と
な
り

ま
す
。

　
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
と
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
が
同

じ
方
で
、
引
き
続
き
電
子
証
明
書
を

利
用
す
る
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
再
度
作
成
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
更
新
対
象
期
間
内
︵
有
効
期
限
の

３
か
月
前
か
ら
︶
の
手
続
き
は
、
市

役
所
１
階
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル
と

五
日
市
出
張
所
で
行
い
ま
す
。
代
理

で
手
続
き
を
希
望
す
る
方
は
、
事
前

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
代
理
で
申
請
す
る
方
…
必
要
書
類

　
に
記
入
の
上
、
代
理
の
方
の
顔
写

　
真
︵
官
公
庁
が
発
行
す
る
も
の
︶

　
と
申
請
者
本
人
の
確
認
書
類
が
必

　
要
に
な
り
ま
す
。

▽
受
付
時
間
　
午
前
８
時
30
分
〜
午

　
後
５
時
︵
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
︶

※
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し
く

　
口
で
配
布
し
て
い
る
﹁
あ
き
る
野

　
市
登
録
手
話
通
訳
者
認
定
試
験
申

　
込
書
﹂
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
方
法
　
３
月
16
日
㈪
︵
必

　
着
︶
ま
で
に
、
申
込
書
を
郵
送
す

　
る
か
直
接
窓
口
で
申
し
込
ん
で
く

　
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
障
が
い
者
支
援
課
障
が

　
い
者
相
談
係
︵
〒
１
９
７
ー
０
８

　
１
４
　
二
宮
３
５
０
、
直
通
５
５

　
８
・
１
１
５
７
︶

　
だ
さ
い
。

▽
申
請
で
き
る
方
　
原
則
本
人
の
み

▽
持
ち
物
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

　
ド
、J-L

IS

︵
地
方
公
共
団
体
情

　
報
シ
ス
テ
ム
機
構
︶
か
ら
の
通
知

　
書
類
、
本
人
確
認
書
類
１
点
︵
運

　
転
免
許
証
や
健
康
保
険
証
、
年
金

　
手
帳
な
ど
︶

▽
電
子
証
明
書
の
暗
証
番
号
　
電
子

　
証
明
書
の
更
新
手
続
き
の
中
で
、

　
暗
証
番
号
の
入
力
を
し
て
い
た
だ

　
き
ま
す
︵
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
交
付
・
受
け
取
り
の
際
に
設
定
し

　
た
暗
証
番
号
︶
。

※
﹁
暗
証
番
号
を
忘
れ
た
﹂
﹁
暗
証

　
番
号
が
ロ
ッ
ク
し
た
﹂
な
ど
は
、

　
更
新
手
続
き
時
に
暗
証
番
号
の
再

　
設
定
を
行
い
ま
す
の
で
、
申
し
出

　
て
く
だ
さ
い
。

▽
費
用
　
無
料

∇
問
合
せ
　
市
民
課
市
民
窓
口
係

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
専
用
電
話
︵
☎
５

　
１
８
・
７
２
６
１
︶

　
次
に
該
当
す
る
世
帯
に
令
和
２
年

度
分
の
指
定
収
集
袋
を
交
付
し
ま

　
市
で
は
、
町
内
会
・
自
治
会
連
合

会
な
ど
の
協
力
で
道
路
、
公
園
な
ど

の
市
内
全
域
を
清
掃
す
る
﹁
一
斉
清

掃
﹂
を
年
２
回
実
施
し
、
都
市
環
境

の
保
全
に
努
め
て
い
ま
す
。
自
主
的

活
動
で
道
路
、
河
川
、
公
園
な
ど
の

公
共
用
地
の
清
掃
を
し
て
い
た
だ
い

て
い
る
市
民
や
団
体
の
方
に
は
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
袋
を
配
布
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
、
資
源
と
ご
み
の
出

し
方
カ
レ
ン
ダ
ー
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
袋
に
、
家
庭
ご
み

　
や
事
業
所
の
ご
み
は
、
絶
対
に
入

　
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

　
サ
イ
ク
ル
係

▽
期
間
　
３
月
19
日
㈭
ま
で

※
詳
し
く
は
、
東
京
都
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
︵h

ttp
://w

w
w
.to

s
h
is

　e
ib
i.m

e
tro

.to
k
y
o
.jp

/

︶

す
。
対
象
の
①
か
ら
④
ま
で
に
該
当

し
、
非
課
税
調
査
の
同
意
書
を
提
出

済
の
方
と
⑤
か
ら
⑧
ま
で
に
該
当
す

る
方
に
は
、
申
請
書
な
ど
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

▽
日
時
・
場
所
　
表
の
と
お
り

▽
対
象

①
65
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯
で
、

　
前
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
の
世

　
帯

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か
２
級
の

　
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が
い
る
世

　
帯
で
、
前
年
度
の
住
民
税
が
非
課

　
税
の
世
帯

③
東
京
都
愛
の
手
帳
１
度
か
２
度
の

　
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が
い
る
世

　
帯
で
、
前
年
度
の
住
民
税
が
非
課

　
税
の
世
帯

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

　
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が
い
る

　
世
帯
で
、
前
年
度
の
住
民
税
が
非

　
課
税
の
世
帯

⑤
生
活
保
護
受
給
世
帯

⑥
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯

⑦
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯

⑧
国
民
年
金
の
遺
族
基
礎
年
金
受
給

　
世
帯
で
、
事
前
に
受
給
調
査
の
同

　
意
書
を
提
出
し
た
世
帯

▽
持
ち
物
　
申
請
書
︵
必
要
事
項
を

　
記
入
・
押
印
済
み
の
も
の
︶

▽
４
月
以
降
の
交
付
場
所
　
生
活
環

　
境
課
、
五
日
市
出
張
所

▽
そ
の
他
　
申
請
書
な
ど
が
届
か
な

　
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
提
出
方
法
　
３
月
19
日
㈭
︵
消

　
印
有
効
︶
ま
で
に
送
付
す
る
か

　
メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
提
出
　
東
京
都
都
市
整
備
局
都

　
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課

　
︵
〒
１
６
３
ー
８
０
０
１
　
新

　
宿
区
西
新
宿
２
ー
８
ー
１
、
　

　S
0
0
0
0
1
6
9
@
se
c
tio

n
.m

　e
tro

.to
k
y
o
.jp

︶

▽
問
合
せ
　
東
京
都
緑
地
景
観
課

　
︵
☎
03
・
５
３
８
８
・
３
３
１

　
５
︶
、
都
市
計
画
課
都
市
計
画

　
係
︵
直
通
５
５
８
・
２
０
２
６
︶

　
い
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　
い
。

▽
申
請
・
問
合
せ
　
生
活
環
境
課
清

　
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
係
︵
直
通
５
５

　
８
・
１
８
３
０
︶

（３）　令和２年（2020年）３月１日 あきる野市役所　☎（042）558－1111（代）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
用
の

　
　
　
無
料
写
真
撮
影
と
申
請
書
の
書
き
方
サ
ポ
ー
ト

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
の

電
子
証
明
書
の

　
　
　
　
　
更
新
手
続
き

「
都
市
計
画
公
園
・

　
　
　
　
緑
地
の
整
備
方
針
」

「
緑
確
保
の
総
合
的
な
方
針
」

　
改
定
案
へ
の
意
見
を
募
集
中

街
を
き
れ
い
に
し
ま
し
ょ
う

減
免
世
帯
へ

指
定
収
集
袋
を
交
付
し
ま
す

あ
き
る
野
市
登
録
手
話
通
訳
者
認
定
試
験

手
話
講
座
（
初
級
・
中
級
）

　
　
　
　
　
　
受
講
生
募
集

更
新
の
手
続
き

表　減免対象者の指定収集袋配布日程

※例年、３月25日は混雑しますので、時間に余裕を持ってお越しください。

期日 時間 場所

3月18日㈬・19日㈭

3月21日㈯

3月25日㈬

3月26日㈭～28日㈯

午前10時～午後4時

午前9時～正午

午前10時～午後８時

午前10時～午後４時

五日市保健センター

市役所１階

コミュニティホール

FAX

マイナちゃん

　
３
月
１
日
㈰
東
名
高
速
道
路
足
柄

Ｓ
Ａ
︵
上
り
︶
で
予
定
の
﹁
観
光
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
イ
ベ
ン
ト
カ
ワ
ラ
イ

フ
2
0
2
0
ー
森
の
め
ば
え
ー
﹂は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
、
中
止
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
観
光
ま
ち
づ
く
り
推
進

　
課
観
光
ま
ち
づ
く
り
推
進
係
︵
☎

　
５
９
５
・
１
１
３
５
︶

イ
ベ
ン
ト
中
止


